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はじめに 【本庁舎の現状】

１ 市域の変遷

１現状

泉町
S38.4.10

土気町
S44.7.15誉田村

S30.2.11

犢橋村
S29.7.1

都賀村
12.2.11

都村
S12.2.11

千城村
S19.2.11検見川町

S12.2.11

公有水面埋立

椎名村
S30.2.11

蘇我町
S12.2.11

生浜町
S30.2.11

幕張町
S29.7.6



【市域の移りかわり】

年 月 日 合併町村名
合併後の面積

（㎞2）
合併後の人口

（人）

1921（大正10）年 市政施行時 １５．２２ ３３，８８７

1937（昭和12）年
検見川町、都賀町
都村、蘇我村

６６．８８ ８０，８３３

1944（昭和19）年 千城村 ８６．３３ １１０，１３９

1954（昭和29）年 犢橋村 １０７．２４ １６０，７２８

1954（昭和29）年 幕張町 １１７．２４ １７５，０８８

1955（昭和30）年
生浜町、誉田村
椎名村

１５８．８１ １９７，９６２

1963（昭和38）年 泉町 ２１０．８４ ２８５，７９４

1969（昭和44）年 土気町 ２４９．６８ ４４８，２０７

【町村合併の経緯】

２現状

１ 市域の変遷

はじめに 【本庁舎の現状】
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H14 人口90万人突破

S45 現庁舎竣工 人口約48万人

S38 ３代目庁舎竣工 人口約27万人

Ｓ52 人口70万人突破

Ｓ62 人口80万人突破

H4 政令市移行

２ 人口の推移

はじめに 【本庁舎の現状】

３現状

資料：千葉市データより作成



初 代

大正１０年 市庁舎として使用

昭和１５年まで使用（約２０年間）

延床面積 ４５６㎡

３ 市庁舎の変遷

はじめに 【本庁舎の現状】

４現状



昭和１５年 買収・改築

昭和３８年まで使用（約２４年間）

延床面積 ２，５９０㎡

２代目

３ 市庁舎の変遷

はじめに 【本庁舎の現状】

５現状



昭和３８年 竣工

昭和４５年まで使用（約８年間）

延床面積 １４，６２５㎡

３代目

３ 市庁舎の変遷

はじめに 【本庁舎の現状】

６現状



昭和４５年 竣工

平成２３年現在使用中
（約４２年間）

延床面積 ２０，８５７㎡
本庁舎 １７，５２２㎡

議事堂棟 ３，３３５㎡

４代目

３ 市庁舎の変遷

はじめに 【本庁舎の現状】

７現状



0.6未満

Ⅰｓ値

0.9以上

0.9未満

0.9程度

0.85程度

0.85程度

短辺方向のＩｓ値

0.55程度

0.9以上

0.9程度

長辺方向のＩｓ値

0.6程度

0.9以上

0.6程度

0.6程度

0.9以上

0.75程度

0.5程度

0.5程度

２階

１階

0.9以上

0.9以上

0.9程度

0.9程度0.9以上

0.9以上

0.9以上

0.9以上

５階

４階

３階

PH3階

PH2階

PH1階

８階

７階

６階

【本庁舎のＩｓ値】

現状

４ 耐震性能の状況

はじめに 【本庁舎の現状】

８

調査：S62、読替：H18



【議事堂棟のＩｓ値】

４ 耐震性能の状況

はじめに 【本庁舎の現状】

現状 ９

Ⅰｓ値

0.9未満

0.9以上0.74 0.63

２階 0.89 0.88

長辺方向のＩｓ値 短辺方向のＩｓ値

１階

３階 0.94 0.9

調査：S62、読替：H18



状況
本庁舎からの

距離
延床面積

借上げ料
（円／年）

用 途
課数
（課・室）

千葉市役所
本庁舎

― １７，５２２ ㎡ ―
事務・倉庫
諸室

６７

議事堂棟 ― ３，３３５ ㎡ ―
議場・事務
諸室

３

千葉中央
コミュニティセンター

約１５０ ｍ １０，１０５ ㎡
（借上げ面積）

約４．１ 億円
事務・倉庫
諸室

２９

ポートサイドタワー
（オフィス棟）

約８００ ｍ ４，２７１ ㎡
（借上げ面積）

約２．２ 億円
事務・倉庫
諸室

１１

※１ 借上げ料は平成22年度決算による。 ※２ 課数は、平成23年４月現在による。

現状

５ 分散化の状況

はじめに 【本庁舎の現状】

10



６ 設備の状況

はじめに 【本庁舎の現状】

現状 11

工 種 更新項目 内 容 更新年数（※）

電気設備

動力設備
電灯設備

制御盤、分電盤
配線器具類（コンセントなど）
配管配線類

２０～３０年

非常用発電機 非常用ディーゼル発電 ３０年

機械設備

排水設備 ポンプ、配管類 １５年

議事堂棟
エレベーター

油圧エレベーター（間接式） ３０年

※更新年数の設定については、「建築物のライフサイクルコスト」 （平成１７年版 財団法人建築保全センター）を参考

◆更新されていない主な設備

・予防保全のほか、修繕等により、部品等を更新し機能維持

・設備が常時稼働しているため、設備更新には閉庁日の作業などの制約



はじめに 【本庁舎の現状】

懇談会の概要

設置趣旨 市庁舎整備に関する基本的事項について協議するため設置

設置期間 平成１２年６月２６日～平成１３年５月２９日（全７回開催）

構成委員 市議会議員１５名、会長・副会長は議長・副議長の充て職

市長報告 平成１３年６月１１日 報告書提出

市庁舎整備基金の状況 金 額

Ｈ２３年度末残高 ３６億０，０２２万円

うち一般会計への貸し出し ３５億４，０００万円

実質残高 ６，０２２万円

７ 懇談会と市庁舎整備基金

現状 12



第１章 【現庁舎が抱える課題】

13課題

• 耐震性能（Ｉｓ値)

• 非構造部材等の耐震性

• 災害時に業務を継続するために必要な機能
１ 防災面

• 執務室の分散化

• 執務室の狭隘化

• 庁内サインの視認性

• 庁内動線の混在

• 借上げ料の負担

２ 分散化・
狭隘化

• 建物・設備の老朽化

• バリアフリー化の制約

• 環境性能の不足
３ 老朽化



第１章 【現庁舎が抱える課題】

14課題

１ 防災面

• 一般建物の基準０．６未満

• 災害拠点に必要な基準０．９未満
耐震性能（Ｉｓ値）

非構造部材等の

耐震性

災害時の業務継続
に必要な機能



※出典：地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説（内閣府）

６階部分が崩壊

阪神大震災 神戸市役所 2号館

第１章 【現庁舎が抱える課題】

15課題



第１章 【現庁舎が抱える課題】

16課題

１ 防災面

• 一般建物の基準０．６未満

• 災害拠点に必要な基準０．９未満
耐震性能（Ｉｓ値）

• 非構造部材（天井材、設備、ロッカー等）の

• 補強が十分でなく、業務活動に支障

非構造部材等の

耐震性

災害時の業務継続
に必要な機能



※出典：地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説（内閣府）

阪神大震災 神戸・西宮市役所

第１章 【現庁舎が抱える課題】

建物は大丈夫

だったが・・

17課題



第１章 【現庁舎が抱える課題】

18課題

１ 防災面

• 一般建物の基準０．６未満

• 災害拠点に必要な基準０．９未満
耐震性能（Ｉｓ値）

• 非構造部材（天井材、設備、ロッカー等）の

• 補強が十分でなく、業務活動に支障

非構造部材等の

耐震性

• 電力は必要最低限の量 燃料備蓄の不足

• 重要設備が地下に配置されている

災害時の業務継続
に必要な機能



第１章 【現庁舎が抱える課題】

車両係でも公用車の給油に並びました

19課題



• 来庁者に必要な部署が分からない

• 職員にとっても、事務が非効率化
執務室の分散化

• 行政需要の拡大に伴い、職員数や書棚等

• が増加し、使い勝手が悪化
執務室の狭隘化

課題

２ 分散化・狭隘化

第１章 【現庁舎が抱える課題】

20

• 書棚等の増加に伴い、庁内サインが見えに

• くいうえ、通行時の死角となり危険庁内サインの視認性

• 来庁者と職員の動線が混在しており、利便

• 性やセキュリティに支障がある
庁内動線の混在

• 毎年約６．３億円の支払いがあり、大きな

• 負担が生じている
借上げ料の負担



第１章 【現庁舎が抱える課題】

ロッカー間仕切り

課題 21

先は執務室？

どこに続くの？



第１章 【現庁舎が抱える課題】

課題 22

来庁者と作業空間が

混在・・・

エレベーターには、・・



課題

３ 庁舎の老朽化

第１章 【現庁舎が抱える課題】

23

• 大規模改修の時期が来ている

• 未更新の設備 例 非常用発電機、排水設備など

• 事後保全 例 隠ぺい部の漏電、漏水など

• 高齢者や障害者などへの環境整備が不十分

• 例 本庁舎の地下出入口

• → 段差があり、閉庁日利用や職員配置に支障

建物・設備の

老朽化

•

•

バリアフリー化
の制約

環境性能の

不足



第１章 【現庁舎が抱える課題】

課題 24

平成１２年

３月３０日

千葉日報



閉庁時の唯一の出入り口

第１章 【現庁舎が抱える課題】

課題 25

車椅子では、辛い



第１章 【現庁舎が抱える課題】

課題 26

押釦にメッセージが 車椅子１つが、やっと



課題

３ 庁舎の老朽化

第１章 【現庁舎が抱える課題】

27

• 大規模改修

• 未更新の設備 例 非常用発電機、排水設備など

• 事後保全 例 隠ぺい部の漏電、漏水など

• 高齢者や障害者などへの環境整備が不十分

• 例 本庁舎の地下出入口

• → 段差があり、閉庁日利用や職員配置に支障

• 太陽光発電などの最先端の環境設備を導入できる

• 建物仕様となっていない

環境性能の

不足

建物・設備の

老朽化

•

•

バリアフリー化
の制約



第２章 【これからの市庁舎のあるべき姿】

理念 28

① 市民本位の行政サービスを推進する市庁舎

② 市民生活を守る防災拠点としての市庁舎

③ ｢国際交流都市千葉｣にふさわしい市庁舎

④ 地球環境に配慮した市庁舎

⑤ 将来の変化にも柔軟に対応できる市庁舎

Ｈ13 市庁舎整備議員懇談会報告書



H23.3.11
東日本大震災

第２章 【これからの市庁舎のあるべき姿】

理念 29

国の指針
・業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針
・中央省庁業務継続ガイドライン 等

H23

新しい
考え方

H13

報告書
の理念



H23 新しい考え方

第２章 【これからの市庁舎のあるべき姿】

理念 30

１ 非常時の業務継続性を備えた市庁舎

２ 通常業務の遂行性に優れた市庁舎

３ 経済性が確保された市庁舎



第３章 【市庁舎のあり方の基本的な考え方】

（１）地震をはじめ、災害に強い構造を備えた庁舎

（２）非常時の業務継続機能を備えた庁舎

１ 非常時の業務継続性を備えた市庁舎

考え方 31

‣十分な耐震安全性 ‣その他の災害への安全性

（災害対策本部） （非常時優先業務を行うエリアの機能）

（シャワー、移動経路、備蓄倉庫 等） （電力、給排水、空調、エレベーター 等）

‣防災拠点機能 ‣執務空間における機能

‣活動支援空間における機能 ‣基幹設備機能

（Ｉｓ値 ０．９以上） （浸水・液状化対策）



（１）利便性・機能性に優れ、環境に配慮した庁舎

（２）優れたセキュリティを持ち､安全に業務を遂行できる庁舎

第３章 【市庁舎のあり方の基本的な考え方】

２ 通常業務の遂行性に優れた市庁舎

考え方 32

‣機能が集約された庁舎 ‣効率的な執務空間

‣変化に対応できる設え ‣利便性への配慮

‣環境先進性の確保

‣防犯性の確保 ‣安全性の確保

‣永続性の確保

（行政機能の集約、議事堂棟確保） （狭隘化の解消、情報化対応）

（間仕切り変更、容易な設備更新や修繕） （交通アクセス、バリアフリー対応）

（自然エネルギー、省エネ機器等）

（動線の分離、破壊活動対策） （アスベスト対応、安全対策）

（立退きリスク、業務中断リスク）



（１）ライフサイクルコストを抑えた庁舎

第３章 【市庁舎のあり方の基本的な考え方】

３ 経済性が確保された市庁舎

考え方 33

‣一時的支出の抑制

（初期投資費用、移転費用、支払平準化）

‣経常的支出の抑制
（借上げ料、維持及び保守管理費用）

‣負担総額の抑制

（建物老朽化対策、設備長寿命化 等）



• 耐震補強、制震補強

免震補強、減築
耐震性能（Ｉｓ値）

• 天井材、ロッカーへの

耐震金具の設置 等

非構造部材等

の耐震性

• 常用発電機、水・燃料

備蓄、機械室移設、

• 活動ｽﾍﾟｰｽ整備 等

災害時の業務

継続に必要な

機能

第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界

１ 防災面

34

○Ｉｓ値０．９の確保
（災害対策本部の設置に求められる

耐震性を確保）

○非構造部材等の耐震補強
（大地震時の業務継続性の向上）

○災害時の業務継続機能
を一部充足

例 飲料水の備蓄

排水設備の拡充

効果対応策

（１）考えられる対応策



○ 耐震性能（Ｉｓ値）の向上

○ 非構造部材等の耐震性の確保

○ 災害時の業務継続機能の一部充足

●耐震補強により、狭隘化が進行

●アスベスト除去に伴い、全館退避が必要

●法規制による対応策の制約
例 消防法 → 燃料の備蓄量や管理方法

建築基準法 → ・耐震金具の設置に伴う床強度の不足

・機械室の移転等に伴う建物全体への

遡及適用

●業務継続機能の充足による維持管理経費の増大
例 常用発電機、受水槽・汚水槽の拡充

第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界

１ 防災面

35

（２）デメリット

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト



• 本庁舎へ組織集約執務室の分散化

• 書類の整理

• 倉庫の確保
執務室の狭隘化

• 倉庫の確保
庁内サインの

視認性

• 専用通路やｴﾚﾍﾞｰﾀの

• 確保による動線分離
庁内動線の混在

• 貸主と料金等の協議

• 借上げ内容の内部精査借上げ料の負担

第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界 36

増築をしなければ、
効果は見込めな
い。

○組織の集約、倉庫及び専用通

路の確保は一部可能だが、ス

ペースに物理的な限界あり。

○書類の整理や借上げを精査し

ても効果は限定的。

効果

（１）考えられる対応策

２ 分散化・狭隘化

対応策



第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界

２ 分散化・狭隘化

37

※ 増床や増築をしなければ、効果は見込めない。

●法規制による対応策の制約
例 建築基準法

・増築棟の床面積が本庁舎の２分の１以下でないと、建物全体を現

行の建築基準に適合させる必要がある。

・２分の１以上だと完全分棟（渡り廊下の設置不可）

●庁舎外に倉庫や執務室を求めれば、分散化が進行

●分散化が進行すれば、来庁者の利便性悪化や事
務の非効率化を招く

（２）デメリット

メ
リ
ッ
ト

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト



第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界

２ 分散化・狭隘化

38

増築形態の制約

メ
リ
ッ
ト

上に増築 横に増築 別棟を増築



• 大規模改修工事
建物・設備の
老朽化

• スロープ設置

• 多目的トイレ増設等
バリアフリー化の
制約

• 雨水再利用ｼｽﾃﾑ

太陽光発電の整備
環境性能不足

第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界 39

○建物の長寿命化が可能

・未更新設備の改修

・予防保全など、設備維持に

かかる費用の抑制

○バリアフリーや環境性能
の一部向上

効果対応策

（１）考えられる対応策

３ 庁舎の老朽化



第４章 【現庁舎のあり方の検討】

対策･限界

３ 庁舎の老朽化

40

○ 大規模改修工事により、建物は長寿命化

○ バリアフリー化や環境性能の一部向上

●法規制による対応策の制約
例 建築基準法

・主要構造部の過半を改修すると、建物全体を現行の建築基準に

適合させなくてはならないが事実上不可能

●アスベスト除去に伴い、全館退避が必要

●バリアフリーや省エネ等の最新設備の導入は困難
例 ・既存トイレの改修のため、多目的トイレの増設等は限定的

・太陽光発電機導入による建物荷重の問題

（２）デメリット

デ
メ
リ
ッ
ト

メ
リ
ッ
ト



対策･限界

４ まとめ

41

第４章 【現庁舎のあり方の検討】

①新たな問題の発生

•アスベスト除去、全館退去

•床の強度の問題

•動線の問題

②他の課題への影響

•耐震性の確保が必要

•分散化・狭隘化の進行

③対応策に制約あり

•消防法の制約

•建築基準法の制約

限界対応策課題

防災面

分散化

狭隘化

老朽化

個別には、
様々な対応策
を検討可能



対策･限界

４ まとめ

42

第４章 【現庁舎のあり方の検討】

①新たな問題の発生

•アスベスト除去、全館退去

•床の強度の問題

•動線の問題

②他の課題への影響

•耐震性の確保が必要

•分散化・狭隘化の進行

③対応策に制約あり

•消防法の制約

•建築基準法の制約

限界対応策課題

防災面

分散化

狭隘化

老朽化

個別には、
様々な対応策
を検討可能

１ 仮設庁舎の確保

２ 本庁舎のアスベスト除去

３ 耐震補強＋大規模改修

分散化・狭隘化の解消には

物理的スペースの確保が必要



対策･限界

１ 現庁舎を活用し、３つの課題を可能な限り解決

43

第５章 【課題解決に向けた検討ケースの設定】

現庁舎の
活用

防災・老朽化
の課題

分散化・狭隘化の課題

施設利用

活用する

解決しない
解決しない ―

解決する ―

解決する

解決しない 既存建物を長寿命化

できる限り
解決する

民間施設を賃貸

自前で施設建設

解決する ―

検討CASE

(参考CASE)

※１

CASE１

CASE２

CASE３

※２

※１ 防災・老朽化を解決しないケースは想定しない。
※２ 現庁舎活用による全課題解決を図ることは困難なため、ケース設定できない。



対策･限界

２ 現庁舎を活用せず、３つの課題を全て解決

44

第５章 【課題解決に向けた検討ケースの設定】

現庁舎の
活用

防災・老朽化
の課題

分散化・狭隘化の課題

施設利用

活用しない

解決する

解決する

自前で施設建設

民間施設を賃貸

民間施設を購入

解決しない ―

解決しない ― ―

検討CASE

CASE４

CASE５

CASE６

※３

※４

※３ 現庁舎を活用せず、分散・狭隘化を解決しないケースは想定しない。
※４ 防災・老朽化を解決しないケースは想定しない。



第５章 【課題解決に向けた検討ケースの設定】

３ 検討ケース一覧

市有建築物 賃貸建物

分散

個所数本庁舎
議事堂棟

その他 中央 Ｃ Ｃ P S T
他の
賃貸建物

参考CASE 現状維持 現状維持 ３

CASE1 大規模改修 大規模改修 現状維持 ３

CASE2 大規模改修 移転 ２

CASE3 大規模改修 別棟建築 ２

CASE4 新築 １

CASE5 移転 １

CASE6 購入 １

対策･限界 45



本庁舎と中央ＣＣをそのまま利用

検討

参考CASE [現状維持]

第６章 【現庁舎の活用を前提とした対応策】

46

本
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

メ
リ
ッ
ト

当面負担しなければ
ならない費用は少な
く、何事もなければ
最も合理的。

デ
メ
リ
ッ
ト

設備が機能不全にな
る可能性があり、そ
の場合には追加的な
費用負担や、庁舎が
利用できなくなるリ
スクがある。

いつまで使えるか不明



検討

ＣＡＳＥ１ [改修方式]

本庁舎と中央CCを耐震補強・大規模改修

47

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

仮
庁
舎

第６章 【現庁舎の活用を前提とした対応策】

改修

３０年以内に建替え問題が再燃

メ
リ
ッ
ト

本庁舎・中央ＣＣと
もに耐震化を図るこ
とが可能

デ
メ
リ
ッ
ト

中央ＣＣの所有者、
市所管間での合意形
成のため時間が必要



検討

ＣＡＳＥ２ [改修＋移転集約方式]

本庁舎を耐震補強・大規模改修し、不足分は別途賃貸

48

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

既
存
民

有
建
物

第６章 【現庁舎の活用を前提とした対応策】

改修

賃貸

３０年以内に本庁舎は建替え問題が再燃

メ
リ
ッ
ト

本庁舎を含め全ての
庁舎の耐震化を図る
ことが可能。分散箇
所数を２箇所に削減
可能。

デ
メ
リ
ッ
ト

集約後のオフィスビ
ルと本庁舎の位置が、
現在の中央ＣＣより
も離れることが懸念
される。



検討

ＣＡＳＥ３ [改修＋別棟集約方式]

本庁舎を耐震補強・大規模改修し、不足分は敷地内に別棟を建築

49

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

別
棟

第６章 【現庁舎の活用を前提とした対応策】

改修

新築

３０年以内に本庁舎は建替え問題が再燃

メ
リ
ッ
ト

本庁舎を含め全ての
庁舎の耐震化を図る
ことが可能。同一敷
地内に本庁機能を集
約可能。

デ
メ
リ
ッ
ト

建築基準法の規定に
より、本庁舎と別棟
との間で渡り廊下の
設置が認められない。



検討

ＣＡＳＥ４ [新築集約方式]

建替えにより機能集約

第７章 【現庁舎の活用を前提としない対応策】

50

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

新
築

本
庁
舎

新築

３０年後、大規模改修が発生

メ
リ
ッ
ト

安全性の確保、分散
化・狭隘化、老朽化
を解消可能。計画に
基づいた理想的な建
物を新築で整備可能。

デ
メ
リ
ッ
ト

一時的な支出が大き
くなる（ただしＰＦ
Ｉ方式により平準化
可能）。



検討

ＣＡＳＥ５ [賃貸集約方式]

すべてを賃貸ビルに移転し機能集約

51

本
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

既
存
民

有
建
物

第７章 【現庁舎の活用を前提としない対応策】

賃貸

いつまで契約を維持できるか不明

メ
リ
ッ
ト

安全性の確保、分散
化・狭隘化、老朽化
を解消可能。資金負
担を平準化可能。

デ
メ
リ
ッ
ト

既存のオフィスビル
のため、使い勝手が
悪い可能性がある。



検討

ＣＡＳＥ６ [購入集約方式]

買い上げたオフィスビルに移転し機能集約

52

本
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

既
存
民

有
建
物

第７章 【現庁舎の活用を前提としない対応策】

購入

３０年以内に建替え問題が再燃

メ
リ
ッ
ト

安全性の確保、分散
化・狭隘化、老朽化
を解消可能。

デ
メ
リ
ッ
ト

自己所有になるため、
ある程度の改造は可
能。しかし、完全な
オーダーメイドとい
うわけにはいかない。



CASE 1
改修方式

CASE 2
改修+移転

CASE 3
改修+別棟

非常時
（６指標）

耐震補強・大規模改修を
したとしても解決できない
課題が残る。

耐震補強・大規模改修を
したとしても解決できない
課題が残る。

既存本庁舎には解決でき
ない課題が残るが、新築
する別棟は耐震性を確保
したうえで業務継続機能
を確保可能。

通常時

（８指標）

耐震補強・大規模改修を
したとしても解決できない
課題が残る。
契約解除リスクがある。

耐震補強・大規模改修を
したとしても解決できない
課題が残る。
契約解除リスクがある。
本庁舎と移転後庁舎との
距離が離れる。

既存本庁舎には解決でき
ない課題が残るが、新築
する別棟は通常業務の遂
行性を確保可能。

経済性
（３指標）

修繕料の負担とともに、長
年にわたり借上げ料負担
が継続することから、一時
的・経常的支出の指標が
どちらも悪くなる。

現状よりも借上げ面積が
必要になり、この面積に対
して、長年、借上げ料を負
担することから、経常的支
出の指標が悪くなる

建築工事費がかかる点で、
一時的支出の指標が非常
に悪くなる。

評価 53

第８章 定性的評価

本庁舎の活用を前提とする場合



CASE 4
新築集約

CASE 5
賃貸集約

CASE 6
購入集約

非常時
（６指標）

自らの計画に基づいて設
計を行う建物になるため、
非常時の業務継続性を確
保可能。

オフィスビルを借り上げるこ
とになるため、非常時の業
務継続性をどこまで確保
できるかは不明。

オフィスビルを買い上げる
ことになるため、非常時の
業務継続性をどこまで確
保できるかは不明。

通常時

（８指標）

自らの計画に基づいて設
計を行う建物になるため、
通常業務の遂行性を確保
可能。

オフィスビルを活用するた
め、行政庁舎という特殊な
用途への転用が困難な上、
契約解除リスクを抱える。

オフィスビルを活用するこ
とになるため、行政庁舎と
いう特殊な用途への転用
が困難。

経済性
（３指標）

建設工事費がかかる点で、
一時的支出の指標が非常
に悪くなる。

借上げ料負担が継続する
点で、経常的支出の指標
が非常に悪くなる。

建物購入のため一時的支
出があるが、現敷地の売
却も見込める。

第８章 定性的評価

評価 54

本庁舎の活用を前提にしない場合



まとめ

また専門的ノウハウが不足しているため、
ＬＣＣ※に代表される定量的評価
を実施することは困難。

庁舎整備の方向性を検討するには、
専門家による、詳細な検証
を行い、判断していく必要がある。

まとめ 55

行政内部で定性的評価を行ったが、
検討ケースの妥当性、評価の客観性
について、外部意見等をふまえ検証する必要がある。

※ＬＣＣは、ライフサイクルコストの略



• 下記について専門家による精査が必要です。

–第１章 現庁舎が抱える課題

–第２章 これからの市庁舎のあるべき姿

–第３章 市庁舎のあり方の基本的な考え方

–第４章 現庁舎のあり方の検討

–第５章 課題解決に向けた検討ケースの設定

–第６章 現庁舎の活用を前提とした検討ケース

–第７章 現庁舎の活用を前提としない検討ケース

–第８章 定性的評価

今後必要な作業（１） ～内部資料の精査～

まとめ 56



• その上で、定量的評価を行うため、下記の検
討を行う必要があります。

–本庁舎に必要となる面積の検討

–必要規模に応じた業務継続機能の検討

–モデルプラン（施設構成の検討等）の作成

–モデルプランに基づいた諸費用の見積り

–相応の比較期間を設定した上でのLCCの把握

今後必要な作業（２） ～追加の検討項目～

まとめ 57


